
議案第２０４号 

 

   川崎市青少年科学館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市青少年科学館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２３年１１月２８日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

   川崎市青少年科学館条例の一部を改正する条例 

 川崎市青少年科学館条例（昭和４６年川崎市条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１の１普通観覧料⑴一般投影の観覧料の表中 

「 

高校生・大学生及び

６５歳以上の者 
１００円 １人につき  ８０円

一       般 ２００円 １人につき １６０円

                                  」 

を 

「 

高校生・大学生及び

６５歳以上の者 
２００円 １人につき １６０円

一       般 ４００円 １人につき ３２０円

                                  」 

に改める。 



   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 プラネタリウムの一般投影の観覧料を改定するため、この条例を制定するも

のである。 


